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無認可保育施設に対する援護費について（提言） 

 

平成６年に設立された無認可保育施設の利用者から、援護費についての苦情申立てが行われました。 

横浜市は、昭和５９年度末以前に設置された無認可保育所のうち、別添資料の要綱の要件に合致する 

無認可保育所について援護費を支給しています。しかし、昭和６０年度以降設置の無認可保育所につい 

ては、いずれもこの要綱に基づいた援護費は支給されておりません。 

援護費支給をやめた理由について、関係部局は、「保育に欠ける乳児・幼児の保育については、第一 

義的には保育所で対応すべきだと考えている。しかし、保育所の地域的な偏在や児童等の年齢構成の偏 

りにより、すべてを保育所で対応することが困難であり、昭和５９年度末までは無認可保育施設にも一 

部補助を行うことにより、保護者の負担の軽減を図ってきた。その後、就学児童数の減少等により保留 

児も減少したため、昭和６０年度以降に新設された無認可保育施設については、補助をしないこととした」

との説明をしております。 

しかし、平成２年頃から保留児が逓増する傾向にあることは市が作成した資料でも明らかです。これは、

保育所ニーズの地域的偏在や低年齢児を受け入れる保育所の不足等に原因があると思われます。女性の 

社会進出等に伴う少子化傾向の続く中、市としては、保育所の地域的配置の適正化や、特に乳児に関す 

る保育所の定員数の増加に努めていくべきですが、全ての需要を保育所だけで満たすことは非現実的で 

あると思われます。必然、無認可保育施設を、市としては社会資源として位置づけ、対応していくべき 

でしょう。 

 無認可保育施設については、同じ要件を満たしていながら設立年度だけで区分され、援護費を受けら 

れる施設と受けられない施設があり、保護者の負担に相当額の差異が生じています。これは、同一市内 

で児童を養育している保護者に不平等を生じさせることになり、非常に不合理であると判断されます。 

そこで、昭和６０年度以降に設立された無認可保育施設にも、要件を満たす施設には援護費を支給す 

るよう提言いたします。 



 

 

 平成７年度 提言のもととなった苦情申立て事例  

 

申 立 て の

趣   旨 
子供を無認可保育施設に預けている。昭和５９年以前に設立された無認可保育施設

に対しては、援護費（補助金）が支給されているが、それ以降に設立されたものには

支給されていないため、利用料が非常に高額となっている。すべての無認可保育施設

に対し、公平に援護費を支給してほしい。また、なぜこのようなことになったのかを

知りたい。 

 

調  査 

 ・   

調   整 

結   果 

市は保育施設の不足のため無認可保育施設を利用している方の経済的負担を軽減す

る目的で、無認可保育施設に対して援護費の支給を行っていたが、昭和６０年度以降、

保留児の数が減少したので、保育所の不足がおおむね解消されたと判断し、以降設立

された無認可保育施設については援護費を支給しないこととした。 

しかし、平成２年頃から再度、保留児が増加傾向にあるという事実及び同じ要件を

満たす無認可保育施設でありながら、設立年度だけで援護費支給の適否が判断される

ことは不合理であるという考えから、一定要件を満たす無認可保育施設に対しては、

援護費の支給を再開するよう所管課に申し入れた。 

 

 
 

 市の対応  

平成８年度から要綱を改正し、設立年度にかかわらず、一定の要件を満たしている無認可保育施設を「地

域保育室」として認定し、援護費が支給されることとなった。 

 

【参考：援護費の支給状況の推移】  

年 度 ７ ８ ９ １０ 

対象施設数   ４０ ５０ ６２ ８１

対象児童数 （人） １，０９５ １，３６５ １，７２２ ２，５７０

１人平均月額（円） ３０，２００ ３４，３００ ７７，９００ ８０，１００

※ 「地域保育室」は平成９年度以降、「横浜保育室」に変更され、対象範囲が拡大されました。 


